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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２４年９月２０日 

                       運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭           

                         委   員  根 本 美 奈           

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２３年１０月７日 ０７時００分ごろ以降のＡ船がＢ船か

ら離れていった時刻～０７時１５分ごろの間） 

発生場所 秋田県八郎潟調整池東部 

秋田県大潟村所在の南潟三等三角点から真方位１１８°２,６００

ｍ付近 

（概位 北緯３９°５５.２′ 東経１４０°０２.８′） 

事故調査の経過  平成２３年１０月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙

台事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 なお、原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第二義
よし

丸、１.８トン 

ＡＴ６－１３８９（漁船登録番号）、個人所有 

１２.６５ｍ（Lr）×１.７２ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数１７、平成２年８月 

Ｂ 漁船 第二豊
ほう

栄
えい

丸、１.８トン 

ＡＴ６－１４５１（漁船登録番号）、個人所有 

１２.６５ｍ（Lr）×１.７２ｍ×０.６５ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、漁船法馬力数１３、平成３年１月２５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７６歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許登録日 昭和５１年８月２０日 

免許証交付日 平成２１年２月１２日 

（平成２６年５月１６日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６５歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許登録日 昭和５１年８月２０日 

免許証交付日 平成２０年１２月１日 

（平成２６年５月１６日まで有効） 

 死傷者等 Ａ 死亡 １人（船長Ａ） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ なし 
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 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、八郎潟調整池東部において、Ｂ

船と共に２そう引きによる機船船びき網漁を開始した。 

Ａ船は、網の左側の引き綱を、Ｂ船が右側の引き綱を取って投網

し、手網、股綱及び引き綱を伸ばしたのち、Ｂ船と左右に離れて南北

方向に網を広げ、東方に向けてＢ船と共にえい
．．

網した。 

船長Ｂは、平成２３年１０月７日０７時００分ごろ、風が強くなっ

たと感じ、Ａ船に操業中止の合図を出し、両船は引き綱の揚収作業を

始めた。    

Ａ船は、右舷にＢ船の左舷を横着けし、船首尾の２か所をロープで

つないだのち、Ｂ船と共に主機を微速力後進にかけ、船長Ａが後部甲

板で引き綱を揚げていたとき、船長Ｂは、引き綱の揚収がほぼ終わっ

たものと思った。 

船長Ｂは、Ａ船の全速力後進がかかり、続いて全速力前進がかかっ

たと感じ、船長Ａが輪状に重ねた引き綱の上に仰向けの状態で倒れて

いるのを見た。 

Ａ船は、両船をつないだロープが切れてＢ船から離れ、引き綱を引

いて前進を続けた。 

船長Ｂは、引き綱がプロペラに引っ掛かると思い、Ｂ船の引き綱を

切り、Ａ船が約６０ｍ前進した付近で泳いでいる船長Ａを発見した

が、０７時１５分ごろ船長Ａの姿が見えなくなった。 

船長Ｂは、船長Ａが沈んだ場所付近を捜索したが、発見することが

できず、僚船に救助を依頼するために秋田県潟
かた

上
がみ

市天王の係留地に帰

航し、僚船船長が消防署に通報して救助を要請した。 

船長Ａは、警察署、消防署、漁業協同組合、防災ヘリコプターなど

による捜索が行われ、翌８日０７時３０分ごろ落水場所付近の水底に

おいて遺体で発見され、溺水と検案された。 

Ａ船は、五城目
ご じ ょ う め

町西方沖の定置網に乗り入れた状態で発見された。

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 西北西、風速 ８.６m/s（最大瞬間風速１

５.８m/s） 

海象：波高 約０.８ｍ 

 １０月６日２２時２３分、男鹿市、潟上市、五城目町、八郎潟町、

井川町、大潟村に大雨注意報、雷注意報及び強風注意報が発表され、

本事故当時、継続中であった。 

その他の事項 漁網は、袋網の長さが約１１ｍ及び手網の長さが約１１ｍであり、

二つに分かれる手網に取り付けた股綱の長さが約１５ｍ、引き綱が直

径約１８mmで長さが約６０ｍであった。 

Ａ船は、ふだんはＢ船と共に微速力後進しながら引き綱の揚収を行

い、終了すれば、機関を中立としたのち、船長Ａが引き綱を持ってＢ

船に乗り移り、揚網作業を行っていた。 

Ａ船の左舷中央付近の手すりには、クラッチレバー及び操縦レバー
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が設けられ、発見時、機関が運転状態であり、クラッチレバーが前進

及び操縦レバーが全速力の位置であった。 

船長Ａは、長靴及びカッパを着用していたが、救命胴衣は着用して

いなかった。 

船長Ｂは、携帯電話を所持していなかった。 

船長Ａは、二十数年前から、船長Ｂと２そう引きによる機船船びき

網漁を行っていた。 

船長Ａの健康状態は、良好であった。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

Ａ 不明、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ 不明、Ｂ なし 

 船長Ａの死因は、溺水であった。 

Ａ船は、八郎潟調整池東部において、Ｂ船に右舷着けし、微速力で

後進しながら、引き綱を揚げていたところ、微速力後進から全速力後

進に、引き続いて全速力前進となり、船長Ａが、後部甲板で輪状に重

ねた引き綱の上に倒れ、Ａ船がＢ船から離れていったのち、０７時１

５分ごろ、船長Ｂは、Ａ船付近で泳いでいる船長Ａを発見したことか

ら、この間において、船長Ａが落水したものと考えられるが、落水し

た状況を明らかにすることはできなかった。 

Ａ船は、引き綱の揚収が終了し、機関を中立とする際、クラッチレ

バー及び操縦レバーの操作が適切でなかった可能性があると考えられ

るが、船長Ａが死亡したため、その状況を明らかにすることはできな

かった。 

船長Ａは、落水して溺水したものと考えられるが、溺水に至った状

況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、Ａ船が、八郎潟調整池東部において、Ｂ船に右舷着け

し、微速力で後進しながら、引き綱を揚げていたところ、微速力後進

から全速力後進に、引き続いて全速力前進となり、船長Ａが、後部甲

板で輪状に重ねた引き綱の上に倒れ、Ａ船がＢ船から離れていったの

ち、落水したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

・クラッチレバー及び操縦レバーの操作は、確実に行うこと。 

・最新の気象情報を入手すること。 

・救命胴衣を着用すること。 

・救助機関に通報できるよう、携帯電話を所持しておくことが望ま

しい。 

 




